
小谷野剛市長に対し反省を求める決議 

 

 令和５年狭山市議会第２回定例会の一般質問において、市長からの一議員の一般質問に対

する申入れが市議会に提出された。その後、その対応をめぐって議会内で協議し、６月 19日

の本会議において、当該議員が質問の一部を削除するということで合意がなされた。 

同日の本会議は、議長より 11 時 15 分から開議する旨の報告がなされ、定刻前に議員全員

は本会議場に参集したが、定刻になっても市長は入場しなかった。市長は地方自治法第 121

条第１項により出席を求められた説明員であり、参集をしなかったことにより、議会を開く

ことができなかった。 

開議時刻が報告されているにも関わらず、市長が議場に入場しないということは狭山市議

会の長い歴史において前例がなく、誠に遺憾である。今後このようなことがないよう市長に

反省を求める。 

 

 以上、決議する。 
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